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全国空き家相談士協会認定 空き家相談士（3）第００１３８２号 鈴木慎一

　この事業は、いわき市産木材の積極的利用の促進により、いわき市の森林・林業・木材産業や住宅
産業などの地域経済の活性化や、いわき市の豊かな資源である森林の持つ多面的機能への理解を深め
るきっかけづくりとすることを目的として、いわき市産木材を使用して木造住宅の建設等を行う建築
主等に対して、市産品や市内の飲食店及び施設の利用権等と交換可能なポイントを交付するもので
す。申請期間は2025年7月1日から2026年2月27日まで必着で先着50件か予算がなくなり次第終了となり
ます。ポイント交付を受けることができる方は次の要件を全て満たす木造住宅の建築等を行う建築主
等となります。
　①いわき市内に自ら居住又は使用するための住宅であること。
　②施工業者の主たる営業所はいわき市内にあること。
　③令和7年3月1日以降に完成している住宅であること。
　④主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱(暑さ27mm以上)、内装材(天井、内壁、床等)及び
　　外装材(軒天、外壁等)において一定量以上のいわき市産木材を使用している住宅であるこ
　　と(木杭を用いて地盤補強を行う場合は木杭を含めることができる)。
　⑤建築基準法等の関係法令に適合している住宅であること。
　⑥世帯員のいずれも過去に本事業によるポイントの交付を受けていないこと。
　⑦市税の滞納がないこと。
交付ポイント数は、１件当たり20万ポイント(1ポイント1円相当)、市産木材必要量の2分の1以上が森
林認証材である場合、交付ポイント数に10万ポイントを加算する。
延べ面積別の市産木材使用量については、いわき市のホームページでご確認下さい。
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日に日に日足が短くなるのを感じるようになりましたが、猛暑はまだま
だ続きそうな気配ですね。
今年は、家庭菜園できゅうりを育てました。苗を2本植えたところ支柱の

立て方が良くなかったために、直そうとしたらきゅうりの枝を折ってしまっ
たりと四苦八苦しながらも、きゅうりの苗は元気に猛暑にもへこたれず、
特に肥料も与えなかったのに、たくさんの実をつけてくれました。次から
次へと実ができて収穫するのは楽しいのですが、食べ方のバリエーショ
ンに乏しく飽きてしまいそうでした。時々、葉っぱに隠れたきゅうりに気づ
かないでいると、あっという間に巨大になっていて、誰かに見られたら、
まともにきゅうりも育てられないのかと思われそうで、ちょっと恥ずかしい
気持ちになりながら急いで収穫しました。でも、巨大きゅうりを発見したと
きは驚きとともに笑えるくらいでした。見た目はきゅうりと
いうよりもうりという感じですね。
来年も何か手間のかからない野菜を作りたいなと思います。
経験・失敗を重ねながら、野菜作りが上手くなりたいと
思います。

ひと口メモ
春の七草は「七草がゆ」にして、お正月で疲れた胃を休め、一年の無
病息災を願う習慣として知られています。でも、秋にも七草があること
をご存知ですか？秋の七草は、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミ
ナエシ、フジバカマ、キキョウの七種類です。観賞用の植物が中心で
すが、中には漢方薬として使われるものもあります。秋は合唱コン
クールや運動会、発表会など、何かの集大成を披露する季節でもあり
ます。植物も季節に合わせて育つように、漢方では春に芽吹き、夏に
育ったものを秋に収穫する考え方があります。芸術や植物の花や実の
盛りを五感で味わうことは、心も体も元気にしてくれます。植物観賞、
芸術観賞、そして秋の恵みを めいっぱい 楽しんで、元気に過ごしま
しょう♪

㈱いわき土地建物では、いわき市内で
空家や空室、空地の管理を承っております。

空家、空地のお悩み、ございませんか？

㈱いわき土地建物 売買部

一言コラム ◇木づかい住宅ポイント事業◇

「秋の七草」

売買部：満山 ひろみ


